
分
会
総
会
後
に
各
群
の
代
表
者
に
新
年
度

の
保
険
証
を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
各
自
受

け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
受
け
取
り
方
法
は
各

群
役
員
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

旧
保
険
証
は
各
自
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
４
月
分
保
険
料
未
納
の
方
は
保
留
と

な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

た
ま
が
和

多
摩
川
分
会
新
聞

２
０
２
１
年
３
月

第
１
０
５
号

お
知
ら
せ

来
月
の
予
定

４
月

８
日
（
木
）
・
・
・
６
役
会
議

４
月
１
２
日
（
月
）
・
・
・
分
執
会
議

４
月
１
９
日
（
月
）
・
・
・
集
約
会
議

☆
群
会
議
の
日
程
は
各
群
長
ま
で

分
会
総
会

３
月
２
８
日(

日
）
午
前
１
０
時
よ
り
支
部

会
館
に
て
分
会
役
員
及
び
各
群
よ
り
１
名

(

新
群
役
員)

の
参
加
で
開
催
し
ま
す
。

共に乗り越えましょう！


